
議案第７８号 

 

財産の取得について 

  

 次のとおり財産を取得することについて、地方自治法（昭和２２年法律第６

７号）第９６条第１項第８号及び議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又

は処分に関する条例（平成１７年山都町条例第５５号。以下「条例」という。）

第３条の規定により議会の議決を求める。 

 

令和７年７月１０日提出 

     山都町長 坂本 靖也   

 

１ 番 号  山企備第３号 

２ 品 名  山都町コミュニティバス 

３ 規 格 ・ 数 量  ２３人乗りマイクロバス（チェアデッキ仕様車） １台 

４ 契 約 金 額  ￥１４，３８７，３３０円（税込み） 

５ 契 約 相 手 方  熊本県上益城郡山都町大平３３５番地１ 

           有 限 会 社 青柳自動車 

           代表取締役 青柳 高義 

６ 契 約 の 方 法  指名競争入札 

 

（提案理由） 

 上記財産の取得については、条例第３条に規定する動産の買い入れに該当し、

議会の議決を経る必要があります。 

 これが、この議案を提出する理由です。 



物品売買契約概要 

１ 本件の概要 現在馬見原高森線で使用している蘇陽地区のマイクロバス

（熊本 200 さ 907）は、初年度登録から 19 年が経過し、車両

を支える基礎となるフレームが破損している状況であり、早

急に車両を更新する必要があるものである。 

 

２ 番 号 山企備第 ３ 号 

 

３ 品 名 山都町コミュニティバス 

 

４ 規格・数量 ２３人乗りマイクロバス（チェアデッキ仕様車）１台 

 

５ 納 入 場 所 山都町立蘇陽中学校 バス車庫 

 

６ 開札年月日 令和７年６月２５日 

 

７ 予 定 価 格 １４，６０９，５６３円 

 

８ 契 約 金 額 １４，３８７，３３０円 

 

９ 契約相手方 熊本県上益城郡山都町大平３３５番地１ 

        有 限 会 社 青柳自動車 

        代表取締役 青柳 高義 

 

10 財 源 内 訳 備品購入費 １４，３８７，３３０円 

        起債（過疎債） １４，３００，０００円 

        一 般 財 源     ８７，３３０円 
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